
資料４

「今後の野菜政策に関する検討会」の検討状況

農林水産省



今後の野菜政策に関する検討会開催要領

１ 設立趣旨

野菜については、農業者の高齢化等により生産面積・生産量が減少傾向で推移し

ている一方、加工・業務用需要に占める輸入割合は、増加傾向で推移している。

本年１月の中国産冷凍食品問題等を契機として国産野菜に対する食品産業・消費

者のニーズが高まり、国内産地の加工・業務用需要への対応の強化が求められてい

る。

また、生産構造のぜい弱化が進行している野菜産地における担い手育成、実効性

のある需給調整の円滑な実施、２０～４０歳代の野菜の消費拡大や海外における新

たなマーケットとしての輸出促進が求められており、これらの課題に的確に応える

ことによって、野菜の自給率の向上を図ることが期待されている。

このような状況を踏まえ、国産野菜のニーズに的確に応える上での諸課題を整理

するとともに、それに対応した今後の野菜の生産・流通・消費対策・輸出促進策を

検討するため、学識経験者、生産・流通・消費関係者等からなる検討会を開催する

こととする。

２ 検討会の構成等

（１）「今後の野菜政策に関する検討会」は、別紙に掲げる委員をもって構成する。

（２）座長は、委員の互選により選任する。座長は、検討会の議事を運営する。また、

座長は、検討会の承認を得て、委員の中から座長代理を指名することができる。

（３）検討会は、必要に応じ関係者を出席させ、説明及び意見の聴取を行うことがで

きる。

（４）検討会は公開とする。ただし、検討会の運営に著しい支障があると認められる

場合には、座長は検討会に諮って非公開とすることができる。なお、議事録等は

原則として公開するものとする。

３ 検討会での検討内容

（１）国内産地の加工・業務用需要への対応の強化のあり方

①生産構造の脆弱化や加工・業務用需要の拡大に対応した多様な産地の育成

②契約野菜安定供給制度の定着

（２）実効性のある需給調整の実施のあり方

（３）野菜の消費拡大・輸出促進のあり方

４ 事務局

検討会に関する庶務は、生産局園芸課において行う。
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今後の野菜政策に関する検討会委員名簿

秋岡 榮子 経済エッセイスト
あきおか え い こ

大木 美智子 消費科学連合会会長
お お き み ち こ

加藤 一隆 社団法人日本フードサービス協会専務理事
か と う かずたか

木下 寛之 独立行政法人農畜産業振興機構理事長
きのした ひろゆき

近藤 卓志 青果物健康推進協会専務理事・事務局長
こんどう た か し

佐渡 純 一 キューピー株式会社生産本部野菜原料購買担当部長
さ ど じゅんいち

椎名 宏行 全国農業協同組合連合会園芸農産部長
し い な ひろゆき

嶋崎 秀樹 有限会社トップリバー代表取締役
しまざき ひ で き

築地原 優二 全国農業協同組合中央会農業対策部長
ついちはら ゆ う じ

中村 靖彦 東京農業大学客員教授
なかむら やすひこ

原田 篤 横浜丸中青果株式会社代表取締役社長
は ら だ あつし

藤島 廣二 東京農業大学教授
ふじしま ひ ろ じ

（敬称略、５０音順）

（※ その他、検討会の議題に応じて有識者の出席を求めることとする。）
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今後の野菜政策に関する検討会の開催状況について

○ 第１回

日 時：７月１８日（金）

議 題：野菜をめぐる情勢について

概 要：検討会の座長に藤島委員を選出。「野菜をめぐる情勢」について事

務局から説明後、意見交換。

○ 第２回

日 時：８月２６日（火）

議 題：国内産地の加工・業務用需要への対応の強化のあり方

概 要：「加工・業務用野菜をめぐる現状」について事務局から説明後、意

見交換。

○ 現地検討会「加工・業務用野菜の取組について」

日 時：９月１９日（金）

場 所：茨城中央園芸農業協同組合

○ 第３回

日 時：９月２５日（木）

議 題：・加工・業務用野菜の生産・流通対策の方向性

・野菜の生産・出荷の安定について

概 要：・「加工・業務用野菜の生産流通対策の方向性」につい て事務局

から説明後、意見交換。

・「野菜の生産・出荷の安定」について事務局から説明 後、意

見交換。

○ 第４回

日 時：１０月３１日（金）

議 題：・野菜の消費について

・野菜の輸出について

概 要：・「野菜の消費をめぐる状況」について事務局から説明

後、事例報告及び意見交換。

・「野菜の輸出促進について」について事務局から説明 後、事

例報告及び意見交換。

○ 第５回

日 時：１１月２８日（金）

予定議題：論点整理

○ 第６回

日 時：１２月中（予定）

予定議題：中間取りまとめ
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加工・業務用野菜の生産・流通対策の方向性

～「中間事業者」の機能を活用した流通経路の構築に向けて～

平成20年10月

農林水産省
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はじめに

農林水産省では、本年12月を目途に「今後の野菜施策に関する方向」について取り

まとめるべく 「今後の野菜政策に関する検討会」を開催しているところである。、

しかしながら、加工・業務用野菜の生産・流通を取り巻く状況は、①食品製造事業

者・外食産業事業者等の国産野菜のニーズが極めて高くなっており、生産・流通の体

制整備を図ることが喫緊の課題であること、②生産者・産地においては、資材費の高

騰等から再生産価格の確保が重要な課題となっており、あらかじめ価格設定が可能な

、 、加工・業務用の契約取引への関心が高まっていることから このような情勢を踏まえ

21年度から対策を講じるのではなく、早急に20年度途中からでも加工・業務用の生産

・流通の対策を実施することが緊要な課題となっている。

このため 「今後の野菜政策に関する検討会(第２回)」において議論をした内容を、

もとに 「加工・業務用野菜の生産・流通対策の方向性」については、前倒しして取、

りまとめることとした。今後、この取りまとめに即した施策を早急に講じ、生産者、

「中間事業者 、食品製造事業者等が一体となって加工・業務用野菜の安定した供給」

経路を構築していく必要がある。

Ⅰ．加工・業務用野菜を取り巻く状況

１．農産物全般の課題

世界的な食料需給のひっ迫・価格高騰や輸入食品の安全性をめぐる問題等は、食

料の安定供給の大きな不安要因となっている。このような国際的な食料事情を踏ま

え、国内農業の食料供給力の強化を図る上では、国内農産物の３割が加工向けであ

り、今後も加工食品の消費の増大が見込まれる中、特に加工用需要に適切に対応し

た農産物の生産・流通は極めて重要とされている。

このような中で、①国産食料の利用拡大に向けた食品製造事業者・外食産業事業

者等の実需者の理解及び協力、②国産食料に対する消費者及び実需者のニーズ、に

生産者が的確に応えることが必要となっている。

２．食料供給力を向上する上での野菜の課題

（１）増加する加工・業務用需要

国内の野菜需要は、加工・業務用の比率が年々増大してきており、全体の需要

の過半を加工・業務用需要が占めている。
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●野菜の加工・業務用需要の推移

（２）低い加工・業務用野菜の国産シェア

野菜の自給率が80％程度で推移している中で、①家計消費用の国産野菜のシェ

アは98％でありほぼ自給しているのに対し、②加工・業務用の国産野菜のシェア

は平成２年から平成17年までの15年間で20ポイント減少し、68％(平成17年)とな

っている。

このため、加工・業務用の原材料の安定供給を図ることは、食料供給力や食料

自給率を向上する上で重要な課題と位置づけられる。

●家計消費用、加工・業務用の国産シェア

平成２年 平成12年 平成17年

家 計 消 費 用 ％ ％ ％100 98 98
加工・業務用 ％ ％ ％88 74 68

（３）中国からの輸入量減少の中で求められる加工・業務用の国産野菜

本年１月末の中国製冷凍ギョウザが原因と疑われる健康被害事案等の発生を背

景とした消費者の中国産離れにより、輸入商社の買い控え、中国側の輸出検疫の

強化等から、中国からの野菜の輸入量は、本年１月から７月までの間でみると、

前年同時期に比較して約２割減少している。

●中国からの野菜の輸入量

（％）
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加工・業務用 家計消費用

資料：農林水産政策研究所調べ

(Ｓ40～60は生産流通振興課推計)

資料：農林水産政策研究所調べ

資料：財務省「貿易統計」

（単位：トン、％）

輸入量
対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比 輸入量

対前
年比

1,318,164 87 99,206 90 83,850 78 68,524 66 94,433 81 92,581 73 101,784 81 102,034 90 79,409 78 721,680 80

生  鮮 435,418 75 28,441 79 25,796 75 22,037 57 20,191 53 18,480 46 38,965 82 31,509 86 23,881 71 209,300 69

たまねぎ 197,888 96 13,312 99 11,496 81 8,347 62 8,769 63 8,333 53 24,897 89 13,814 79 12,273 71 101,241 76

ねぎ 49,451 71 3,190 76 2,922 76 1,673 52 2,021 47 2,814 64 3,031 73 3,633 80 2,574 59 21,858 66

ごぼう 45,425 99 3,467 91 2,647 65 5,010 147 2,695 92 1,725 76 1,775 42 4,698 108 3,213 85 25,231 88

にんじん及びかぶ 39,051 52 1,412 77 1,296 74 529 18 50 1 972 14 5,068 117 4,133 100 1,482 45 14,942 51

しょうが 29,392 79 2,038 45 3,588 137 3,009 51 2,716 55 2,081 70 1,582 54 1,687 74 1,339 106 18,039 66

にんにく 22,084 84 1,747 84 1,396 88 1,489 73 1,484 75 1,126 55 1,738 104 2,256 116 2,103 104 13,339 87

加  工 882,746 96 70,765 95 58,054 80 46,487 71 74,243 94 74,102 85 62,818 80 70,525 92 55,527 82 512,380 85

冷凍 366,470 99 29,041 101 23,692 85 12,871 60 30,044 98 28,412 86 23,449 73 29,391 87 25,464 80 202,363 84

塩蔵 115,854 89 9,788 84 8,312 78 7,850 63 11,013 98 11,703 93 8,335 83 7,969 102 5,278 83 70,248 85

トマト加工品 54,840 115 5,385 116 3,747 79 4,227 118 5,243 138 5,638 78 5,476 81 6,506 92 3,066 64 39,146 92

20年1月 2月

合    計

19年計 4月 20年1～8月計3月 5月 6月 7月 8月
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一方、農林水産省が、503社の食品製造事業者・外食産業事業者等の実需者の

意向調査を実施(本年６月から７月まで)したところ、国産野菜の使用量について

は、１年前と比較して増加したとの回答が、過半を占めており、今後、国産野菜

の使用量を増加させたいとの回答は、約８割を占めている。

●アンケート調査

○国産野菜の使用量の変化（１年前との比較）

○今後の国産野菜の使用意識・意向

（国産及び外国産のいずれも使用している流通加工業者）

上の状況から、食料供給力を向上する上での課題としては、次の２点が挙げられ

る。

◎食料供給力を向上する上での課題

・家計消費用における国産野菜の生産の維持

・加工・業務用における国産野菜の生産の拡大強化

３．実需者から生産者側への意見

農林水産省が、食品製造事業者・外食産業事業者等の実需者から加工・業務用の

国産野菜の生産流通に関する意見を聞いたところ、加工・業務用の国産野菜の安定

供給のためとして、次の課題が挙げられた。

20. 7

14. 0

22 .7

32.2

33.0

31.9

40.6

42.0

40.2

4.9

8.0

4.0

0.6

3.0

1.2

0.3

0.2

-

0.3

0.2

-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

計

食品製造業

外食産業

総じてか

なり増え
たと思う

総じてや

や増えた
と思う

総じて変

わらない
と思う

総じてや

や減った
と思う

総じてか

なり減っ
たと思う

１年前は

創業して
いないの

で分から
ない

無回答

増えたと思う （ ）回答数：426
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１．原材料の安定供給に向けた産地と実需者をつなぐ「中間事業者」の育成・

確保

２．産地・生産者側の意識を改革した上での産地体制の整備

①「加工用は、すそ物対策」という意識からの脱却

②定時・定量・定品質・定価格のほか、多様なニーズへの対応

③安全の確保への対応

④一次加工の高度化、近代化の推進

⑤生産・流通体制の省力化・低コスト化・高度化の推進

⑥高付加価値化商品・商材の開発の推進

４．講じてきた野菜の生産・流通対策

従来より野菜の生産・流通対策は、大量生産した家計消費用の生鮮野菜を大量

ロットで大都市部の消費地域に安定供給を図ることとしてきた。

一方、加工・業務用野菜の安定供給に関する施策については、中国からの輸入

野菜が急増した平成14年以降から開始され、特に、平成19年からは加工・業務用

野菜の産地を育成するモデル事業を実施している。このように、加工・業務用野

菜の安定供給に関する施策の本格的な実施は、家計消費用の生鮮野菜の安定供給

に関する施策と比較すると、きわめて日が浅いものとなっている。

また、今般の中国製冷凍ギョウザが原因と疑われる健康被害事案等の発生によ

り、加工・業務用の国産野菜のニーズが高まったことから、今後の農政の方向を

示した「21世紀新農政2008(平成20年5月7日決定)」の中では 「国産ニーズの高、

、「 」い野菜の供給体制の整備を促進するため 加工・業務用需要対応プラン(仮称)

を策定し、同プランに基づき生産に取り組む産地、農業経営等に対して重点的な

支援を行う」こととしており、国産野菜による加工・業務用の安定供給が今後の

野菜施策の重要課題と位置づけられたところである。

Ⅱ．加工・業務用野菜の生産・流通対策等の方向

１．最近の加工・業務用野菜の流通の取組

最近の野菜産地では、近年の資材費の高騰により、卸売市場を経由した一般的

な委託販売では、再生産を可能とする販売価格を安定的に確保することに苦慮し

ている。こうした中で、事例的には少ないものの、極めて先駆的で先進性の高い

生産者及び生産者団体の中には、流通業者等の「中間事業者」を介して食品製造

事業者・外食産業事業者等の実需者と契約を締結し、安定した価格、ひいては収

益の実現に努める動きが出ている。

-8-



- 5 -

①リレー出荷による周年安定供給の実現

②コールドチェーンによる高品質な物流の実現

生産者
Ｂ社

外食産業Ａ 社農 協

契約の遵守 納入義務に伴う
リスク負担

・出荷規格の大型化

・選別、荷造作業の
省力化 ・産地間リレーにより、周年供給

が可能
・冷蔵倉庫での短期貯蔵により、
定時・定量に供給が可能○経営の安定

○規模拡大が可
能

○安定供給
○流通コストの低減

北海道（夏：7月下旬～10月）

愛知県（冬：2月～5月中旬）

（春：5月中旬～7月下旬、秋：11月～１月）

国産野菜の
継続利用

・生産者の工場
見学を積極的
に受入

・規格の簡素化
の推進

○生産者の調
整作業の省
力化に寄与

生産者の調整

・不作を想定した多

めの作付指導
・生育状況の把握と
提供

・生産者間の出荷
量の調整や不作
時の小玉出荷の
指導

○安定供給→ 後継者の確保

メリット

デメリット

・不作時に市場調達をすることに
より、リスクを負担

・産地間リレーに必要となる通い
コンテナの調達

生 産 者 Ａ 社

産地と実需者
の調整

国産野菜の
利用拡大

・栽培期間を２～３
週間長くし、大型規
格でばら詰め出荷

・輸入野菜から切り替え
るにあたり、商品規格
（売価、内容量、ほうれ
んそう使用比率等）の
見直し

・天候等の影響により数

量確保が困難な場合、
販売休止や使用量の

調整で対応

・多様な温度帯(チルド・
冷凍・常温)による一括
物流と必要な施設を
整備

・産地の切り替えや出荷
量の調整

○大型規格による

単収増加及び調
整作業の省力化

○コールドチェーンの
確立による高品質化

○安定供給
○原材料の国産化

○産地との連携強化
食品リサイクル（産地に堆肥を還元）

Ｃ 社
コンビニエンスストア

Ｂ 社
農業生産法人

○天候等による
影響のリスク分散

・生産者をグループ化
し、生産量の２割を契
約に回す生産者を数
名設ける

・生育状況の把握と提
供

契約の遵守 生産者の調整
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③情報集積による生産・販売に対する企画提案の実現

２．先進事例にみる「中間事業者」の機能を活用した供給経路の構築

事例としては、まだ少ないものの、極めて先進性の高い事例をみると、産地と実

需者が連携して国産野菜の加工・業務用の安定供給を図る場合には、産地と実需者

「 」 。をつなぐ 中間事業者 の存在が重要な役割を果たしていることが確認されている

実需者からの意見から浮かび上がる課題を整理すると、加工・業務用における国

産野菜のシェアが減少している要因としては、従前から指摘されている内外価格差

の問題のみならず、産地から実需者までの供給経路のぜい弱さが挙げられる。

これまでも産地側及び実需者の側のそれぞれにおいて、供給経路の構築に向けた

努力が行われてきたが、一つの産地と一つの実需者が一対一の関係で結びついてい

る中では、解消しにくい課題があった。

それは、産地が契約に基づき、実需者に原材料を供給する場合、産地が安定供給

に向けた努力をしたにもかかわらず、天候等による供給の不安定要素は存在し続け

るため、産地は、契約数量不足のリスクを負い、実需者側は、契約が履行されない

かもしれないというリスクを負うことである。

Ｂ社
外食・中食産業

Ａ 社
カット野菜加工流通業

産 地

生産・販売に対する企画・立案

・実需者ニーズに対応した、栽培、規格、出荷形
態等の提案

ニーズ対応

・栽培指導体制の整備

提案･ ･･ ﾄ

農業法人

Ｊ Ａ

生産者

○生産者間の技術
統一

○安定供給

中食業者

外食業者

情報発信

○情報等を付加することにより野菜の価値を
高め、新たな需要を喚起

・生産者への用途別
需要等の情報提供

○国産野菜の消費
拡大

・産地の生産管理、野菜情報等の把握
・安全・安心、食品分析及び研究結果等の情報
を付加しての販売

・実需者ニーズに対応した規格（カット等）、分荷

等での流通
・新たな野菜、メニュー等を提案

・情報の共有化のため、野菜関係者を集って勉
強会等を実施

・研究機関と連携し、データの蓄積及び解析

【産地側への取組】

【実需側への取組】

【双方への取組】

･ j･ [･ Y

出荷 納品

情報

・消費者への情報公

開、新しい食べ方等
の提案

・生産者への研修の実

施

産地Ａ 産地Ｂ 産地Ｃ 産地Ａ 産地Ｂ 産地Ｃ

産地Ａ 産地Ｂ 産地Ｃ 産地Ａ 産地Ｂ 産地Ｃ

天候など

供給の不
安定要素

「中間事業者」

産地

食品製造
企業等

要求に応え
きれない

安定供給に
不安

負担が軽く
なった

リスクが少
なくなった

一対一の契約 リスクと負担の分散
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事例を見ると 「中間事業者」が存在することにより供給量の変動に対し、一定、

の緩衝機能を果たすことで、産地に対しては供給義務に伴う負担を軽減し、実需者

に対しては供給の不安定性のリスクを軽減することが可能となっていることがわか

る。

また 「中間事業者」は、単に産地と実需者とのつながりをコーディネートする、

だけでなく、供給経路の中にあって、自らのリスクで国産野菜の買付け及び出荷を

行い、有形又は無形の付加価値を創出することで、加工・業務用向けの国産野菜の

競争力を高めることも期待される。

具体的な効果を例示すると、次に掲げるようなことが挙げられる。

①原材料の安定供給の確保
原材料供給の産地間リレー、複数産地からの同時供給等を「中間事業者」が実現す

ることにより、天候等による供給量変動に対する緩衝機能が発揮され、通年供給等が
可能となる。

②無駄の縮減とコストダウン
「中間事業者」が複数の産地及び実需者と契約し、産地による不作時の備えとしての

作付け、規格外品の廃棄等を縮減することが可能となり、結果として供給経路全体で
のコストダウンを図ることが可能となる。

③定時・定量・定品質・定価格での原材料供給
「中間事業者」が複数の産地及び実需者と契約し、一定の在庫を確保していることに

より、実需者の加工工程等に対応した定時・定量・定品質・定価格での原材料の供給
が可能となる。

④安全の確保
「中間事業者」が特定の産地と特定の実需者を結びつけることによって、製品の情報

管理が産地までつながり、加工食品等の最終製品から産地における原材料の生産段階
までの商品の履歴が把握できるようになる。

⑤ニーズに対応した形態での安定供給
精度の高い一次加工の付与、少量多品目に対応したコールドチェーンによる物流等、

一つの産地の努力だけでは対応しにくい実需者側の多様なニーズに対して 「中間事業、
者」が対応することにより、実需者が使い易い原材料の供給が可能となる。

⑥情報の集積による新商品開発のための企画力
「中間事業者」は、産地及び実需者の双方の生産・販売状況を把握する立場にあるこ

とから、適切な産地と実需者の組合せによる新たな商品の開発等の企画力の強化が期
待される。

３ 「中間事業者」の育成強化の必要性．

(１)育成強化の必要性

食品製造事業者・外食産業事業者等の実需者にとっては、一定品質で、かつ、一

定量の加工・業務用の野菜を安定的に確保することが重要である。しかし、国内の

野菜産地では「加工・業務用は生鮮用のすそ物で対応」という意識も根強いこと等

から、実需者のニーズに十分対応しきれていない状態にあった。加工・業務用の国

産シェアがこれまで低下してきた要因の一つには、輸入野菜がその役割を実質的に

担ってきたためではないかとも考えられる。

このような状況の下で、加工・業務用野菜の国産シェアを向上するには生産・流
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通・消費にわたる各般の対策を早急に実施に移す必要があるが、特に、実需者のニ

、 、ーズに見合った十分な対応を確保するには 一産地の生産努力だけでは困難であり

先の先進事例にもあるような「中間事業者」の機能を活用した供給経路を構築する

ことが喫緊の課題である。

なお、ここで言う「中間事業者」とは、産地と実需者をつなぎ、産地から買付け

・購入した野菜を実需者に安定的に供給する(場合によっては選別・調製・加工等

も行う。)のみならず、加工・業務用需要に対応し得る産地を育成する機能を有す

る者であり、産地と実需者の中間に位置する者を総称するものである。

(２)育成強化すべき「中間事業者」

支援の対象とすべき「中間事業者」は 「中間事業者」の機能を一層発揮するよ、

う、国内の野菜産地と信頼関係を保ちつつ、産地の育成のために十分な指導・助言

を行うなどの国内の野菜産地の育成に積極的・継続的に取り組むといった高い基準

を設けることが必要である。なお 「中間事業者」を介した供給経路を確保したこ、

とにより、新たな流通経費が、加工食品等の最終製品の価格に転嫁され、最終的な

一般消費者の負担にならないような、供給経路を構築していくことが必要であり、

このためには、低コスト・省力化の流通体系の整備も必要となる。

また 「中間事業者」を介した新たな供給経路を確保するということは、卸売市、

場を経由した供給経路とは別のものを構築するものと受け取られがちであるが、現

状では 「中間事業者」的機能を有した仲卸業者等が加工・業務用野菜の流通を担、

っており、これらの流通経路についても支援を図っていく必要があることから、現

状の卸売市場を介した供給経路を否定するものではないということを確認しておく

必要がある。

(３)支援の方向

、 「 」 「 」 、今後は このような 中間事業者 ( 中間事業者 の機能を有した農業者団体

食品製造事業者、外食産業事業者等も含む。)の育成・確保を図る必要がある。こ

のため、早急に、供給経路の確保に向けて「カギ」となる「中間事業者」の起業・

、 、 「 」 、発展時への重点的な支援 例えば ① 中間事業者 育成のための環境整備として

1)人材育成研修・経営指導、2)新流通システムの構築に向けた研究・実証、3)販売

、 「 」 、方法・新商品の開発手法の提供等の情報発信 ② 中間事業者 の活動支援として

1)新たな契約産地の育成(産地指導員の派遣等)、2)産地と実需者とのネットワーク

の構築、3)実需者との現地交流会の開催、4)産地の栽培実証ほの設置等を支援する

必要がある。

４．加工・業務用野菜の生産・流通対策等の方向

（１）生産・流通対策の方向

安定供給の確保、高付加価値化の推進等の加工・業務用需要におけるニーズに対

応した、産地から実需者までをつなぐ「中間事業者」を介した国産原材料の供給経

路の構築に向け、産地 「中間事業者」等に対して、生産・流通体制の変革のため、
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の支援を図る。

①産地側への対策

国は、実需者側から生産者側への意見に応えるよう、産地・生産者が次の取組

を行う際に 一定の支援を図る必要がある なお 産地・生産者にあっては 加、 。 、 、「

工・業務用は生鮮用のすそ物で対応」といった意識からの脱却や「産地間競争か

ら産地間連携へ」といった意識変革が必要である。

〈ソフト的取組〉

○産地 「中間事業者 、実需者の連携の推進、 」

・加工・業務用産地形成戦略の策定

・生産・出荷計画の策定 等

○加工・業務用品種の現地適性試験の実施

・適応性試験、実証試験

・現地検討会の開催 等

○モデル実証試験の実施

・実証ほを設置し、生産コスト低減等に係る栽培方法等の検証

○加工・業務用規格の設定、栽培管理基準の策定・普及

○生産技術等への指導・助言

・相談窓口の設置

・専門家による栽培指導の実施

○産地指導者の育成・確保

○ハウス及び農業機械のリース事業の実施

○品質管理・安全管理体制の確立

・GAP(農業生産工程管理手法)導入等による品質・安全性の管理体制の確立

・ポジティブリスト制度の周知徹底

・硝酸態窒素等の土壌分析の実施 等

○低コスト流通システムの導入実証

・通い容器等の導入

・出荷規格の簡素化・統一の検討 等

○販路開拓の支援

・産地と実需者との交流会の開催

○優良事業者の事例収集及び普及

〈ハード的取組〉

○省力・多収栽培を可能にするための小規模土地基盤整備

○適性品種の一斉導入を図るための共同育苗施設の整備

○加工・業務用のための大規模省力機械化体系の導入

○コールドチェーン構築のための集出荷施設の整備

・品質保持・管理のための低温貯蔵施設や多機能選果ライン等の整備 等

②「中間事業者」等の流通関係者側への対策

国は、実需者から生産者側への要望に応えられるよう、産地・生産者及び「中

間事業者」が次の取組を行う際に、一定の支援を図る必要がある。

〈ソフト的取組〉

○産地 「中間事業者 、実需者の連携の推進、 」

・加工・業務用産地形成戦略の策定
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・調達・販売計画の策定 等

○産地の開拓、育成

・現地交流会の企画、開催 等

○産地と実需者とのネットワークの構築

・複数の産地の生育情報・出荷予測の分析・把握

・複数の産地の出荷予測に基づく産地間の出荷調整

・契約産地への指導者・管理者の設置

・産地のオペレーターの育成・確保 等

○品質管理・安全管理体制の確立

・生産者、実需者と連携した生産・流通の工程管理の導入

・残留農薬分析の実施

・品質保全のための保冷車等のリース 等

○低コスト流通システムの導入実証

・通い容器等のリース事業の実証

・出荷規格の簡素化・統一の検討 等

〈ハード的取組〉
○HACCPによる衛生管理に対応した加工・包装ライン等の整備
○完全なコールドチェーン化のための保冷施設の整備
○多様な温度帯(チルド、冷凍及び常温)に対応した集出荷貯蔵施設の整備
○光センサー選果による糖度分析に対応した集荷施設の整備 等

（２）リスク回避対策の方向

「中間事業者」を介した加工・業務用の国産野菜の安定的な供給経路を構築す

るためには、この供給経路に関与する生産者や「中間事業者」のリスクを回避す

るセーフティネット機能をもったシステムの強化等が必要である。

このため、平成14年に創設された「契約野菜安定供給事業」について次の運用

改善を図るよう検討すべきである。

①対象産地の要件
加工・業務用需要については、実際には実需者の要望に応じ、野菜指定産地外の産地

を含めた幅広い産地で対応しており、このような産地もできるだけ当該事業を活用でき
るように野菜指定産地の基準を見直す。

②契約内容
取引の実態を踏まえ、当該事業に生産者が加入する際に必要な契約内容の簡素化を図

る。例えば、現行は、あらかじめ契約書面に契約数量を明記することとなっているが、
、 、 、 、契約取引の実態は 生産者と実需者は基本契約を締結し 数量と価格については 別途

出荷期間直前に実需者と協議の上、決定し、当該事項を記載した書面(企画書等)を作成
している。このため、今後は、このような契約形態も事業対象とする。

③予約申込期限
取引の実態を踏まえ、当該事業に生産者が加入の申込を行う予約申込の期限等の見直

しを行う。例えば、現行は、予約申込期限は、対象出荷期間の前前月の20日までとなっ
ているが、実際に契約数量等が決定するのは契約期間開始の直前であることから、契約
期間開始前月の20日までとする。

④数量確保タイプの発動要件
数量確保タイプの交付金を支払う場合は、市場価格の高騰時(平均価格の130％以上)

、 、に限定しているが 契約を遵守するために実際に市場等で対象野菜を手当した場合には
その確認を的確に行うことを前提に、市場における価格高騰時ではなくても、交付金を
支払うようにする。
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⑤対象者の要件
当該事業は実需者と契約した生産者のためのリスク回避措置と位置づけられている

が、国産野菜を原材料として安定的に供給する経路を確保するためには、供給経路に存
在する「中間事業者」のリスク回避も行うことが必要であるため、生産者のほかに「中
間事業者」を対象としたリスク回避の施策を講じる。

-15-




